
７ 申請に関する問い合わせ先、申請書類の入手方法 

 

(1) 申請書類の配布 

   申請書類は、県庁監理課および県内の各土木事務所で配布しております。 

  また、滋賀県のホームページからもダウンロードすることができます。 
 
    滋賀県トップページ → 県民の方 →しごと・産業・観光→建設業 

→許認可・申請・届出→ 経営事項審査申請書 

 

  ◆配布場所 

事  務  所  名 所  在  地 電 話 番 号 

滋賀県庁監理課 大津市京町４－１－１ 077-528-4114 

大津土木事務所 大津市松本１－２－１ 077-524-2812 

南部土木事務所 草津市草津３－１４－７５ 077-567-5433 

甲賀土木事務所 甲賀市水口町水口６２００ 0748-63-6153 

東近江土木事務所 東近江市八日市緑町７－２３ 0748-22-7733 

湖東土木事務所 彦根市元町４－１ 0749-27-2241 

長浜土木事務所 長浜市平方町１１５２－２ 0749-65-6636 

長浜土木事務所木之本支所 長浜市木之本町黒田１２３４ 0749-82-3435 

高島土木事務所 高島市今津町今津１７５８ 0740-22-6044 

 

(2) 申請についての問い合わせ先 

   経営事項審査の申請についてのお問い合わせは、監理課にお願いします。各土木事務所では対

応しておりませんのでご注意ください。 
 

     

 

【ご注意ください】大臣許可の経由事務廃止による対応の変更について 
 建設業法の改正に伴い、令和２年４月以降、大臣許可業者の方については申請書を近畿地方整

備局に直接ご提出いただくことになります。滋賀県より申請日時の通知等は行いませんのでご注

意ください。 
 提出方法等に関しては近畿地方整備局の建政部建設産業第一課にお問い合わせください。 
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